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第一次大戦後不況下における

鉱山 公 害 問 題

一一神間鉱山公害者め「る技術と経済(2)一一

(59) 59 

吉田 文 和

I 全泥優先浮選法の導入と公害の激化

ω 企泥優先浮選法導入の諸契機と「合理化」

前稿1lにひきつづき本節では，選鉱部門の技術発達， とりわけ全泥優先浮濯

法の導入に上る公害の激化を検討し上う。

すでにみたように選鉱技術の発達はぬき掘り法から秩序的採鉱法への移行に

よる.大量採掘からくる粗鉱品位低下に起因したものである。この点について，

「三井鉱山五十年史稿」巻10，選鉱はつぎのようにのべている。

「往時のも左掘式採鉱法に依る高品位鉱石の採掘の如き小規模稼行は年と共に廃れ，

採鉱法の技術的進展に伴ひ大量の鉱石を採掘し得るに及び， 自然，粗鉱品位の低下と

為り，選鉱の必要を痛感するに至ったJ(109ベージ〕

こうして， 比重選鉱法， 浮遊選鉱法が導入されたが， 完全ではなかった。

〔第 l表〕そこで第一次大戦後の不況と品位低下に直面した段階で全泥優先浮選

法が注目された。

「欧川大戦の漸く終らんとする頃には再度財界の不況来と共に技術的にも亦大難関

に逢着した。即ち，当時の選鉱取扱粗鉱品位は漸次下降し来り，栃洞鉱に於ては鉛品

位 3%台，亜鉛品位12%台となり採収率も低下せしのみな bず，一層細粒の必要を痛

感するに至ったJ(向上.157ベージ〕

全泥優先浮選法導入の直接的契機についてこうのべられている。

1) 拙稿，非鉄金属鉱業の資本蓄積と公害， r経斉論叢」第11s巻第 5.6号， lS下尉手。
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第 l表神岡鉱山選鉱年表

年

比重|浮選|磁気lその他
Z己 事

1898 。 鹿間谷，増谷に機械』力比重選鉱場設置，操業開始

1905 。 鹿間に選鉱場建設，操業開始

1907 O 鹿間谷選鉱場を鹿聞に移転，大改修を行う
1908 O 茂住増谷選鉱場上平に移転，改修す

1909 O ノルトン式磁力選鉱機甲操業開始

O ポッタ一式浮選機の操業開始

1911 O 1明年設置品l日選鉱場を移転改築し 第二精鉱と
称L操業開

1916 O 中鉱選鉱場建設
1918 O 茂住にマキステシ膜薗浮選法採用
1920 O 改ポむッター式浮選法を廃止し， リピングストン式に

1924 O O 茂住選鉱第 次改修工事完成
1926 O 。 茂住選鉱第二次改修工事完成
1927 O 鹿間に優先浮選法による100t工場操業開始

O リピγ グストン法廃止

1928 。 茂住第三次改修士事完U成， 優先浮選法による 100
t工場操業開始

O 鹿比間重選に優鉱場先閉浮選鎖法による5∞t工場操業開始

1930 。鹿間鉛精鉱中の黒鉛回収に成功
1931 O 鹿間鈷精鉱中白細粒黒鉛の優先浮選に成功
1933 O 茂佳に於て千羽生スライムの別系統処理を開始
1935 。 茂住に於て亜鉛中鉱白日J系統処理を開始
1936 O 栃洞に優先浮選法による350t工場操業開始
1937 O 茂住にて酸化鉛鉱の浮選回収に成功。 栃1同畏鉱場700t処理に拡張操業

(出所) ["三井鉱山五十年史稿」巻10.第Z衰より作成ョ

「ポヴター式浮遊選鉱法は，本邦亜鉛選鉱」主上一時期を画Lたものであるが，精鉱

品位は猶ほ平均43%内外を出でなかった。然るに大正14，5年頃，北米カナタのキンバ

レー鉱山に於て青化曹違法による鉛亜鉛の優先浮遊選鉱法の成功を見るに及び，神岡

に於ては密自作次郎氏はその試験に成果を挙げ，亜鉛精鉱の品位は一躍して 57.8%に
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上昇するに至コた。J(同巻4の1，585ベーν〕

(61) 61 

こうして， 1927年から全泥優先浮選法が実施されることになったが，これは

低品位鉱からの実収率の上昇，すなわち「廃物を出きないようにする節約」と

いう「不変資本を生産する労働の節約」である「不変資本充用上の節約」を，

不況「の利潤半低下に対し℃おιない利潤率低下にとどめ主かけようとしたも

のであった。

さらに，それにとどまらず，工場面積と人員の大幅減をもたらした。すなわ

ち，鹿間選鉱場の面積は2109坪から608坪になり，茂住選鉱場のそれは940坪か

ら414坪になったu また，鹿間選鉱場の鉱夫184人，職員 8人は各々， 51人， 2 

人左なり，茂伊選鉱場のそれは，各々80人 12人から50人， 4人となり， 3分

の 1近くに減少した九

「三井鉱山五十年史稿」巻10，選鉱は，全泥優先浮選法の成果として「ー-工

場面積及び所要人員の激減を示せる他。採収率に於ても異常なる向上を見たる

に加へ経費も約一割の低減となったJ(158ベージ〉とのべているのである。

このように，全泥優先浮選法は，実収率の上昇による「不変資本充用上の節

約」のみならず，工場面積の減少という「不変資本充用上の節約Jをもたらす

と共に，人員削減という，不変資本による可変資本の代替によって費用価格の

低減をもたらし， i'll潤率の増大に寄与したのである。こうしてみると，全泥優

先浮選法の導入も，採鉱部門の機械化による「合理化」と軌をーにしているこ

と古2あきら古冶となる。

(2) 廃物の質的変化

第 l図は「三井鉱山五十年史稿」巻10，選鉱所収のJ[;鉱量および実収率〔第25

表〕をもとに，選鉱部門より廃物イじされた亜鉛量(カドミウムは亜鉛白随伴物であ

り，約200分の 1合まれている〉を歴史的にみたものである。〔前稿第9表参照J

全泥優先浮選法の導入により，元鉱量は増大しているが，廃物化された亜鉛

2) 鳥井愛己，神岡鉱山鉛，亜鉛鉱優先浮遊選拡法に就て， r日本鉱業会誌」第542号， 19却年，
433ベージ.
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量は漸減していることがわかる。だが，にもかかわらず，のちにみるように全

泥優先浮選法の導入を画期として，神岡鉱山の下流にある富山平野の農業被害

は激化しているのである。これはなぜか。ここで，われわれは，全泥優先浮選

法導入による廃物の5量的変化に注目しなければならない。浮遊選鉱法による廃

物尾鉱の問題について i日本鉱業発達史」はつぎのようにのべている。

C 62) 62 

選鉱腫物血鉛，元鉱量年次変化
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「我邦工場り多数が今尚之〈比重選鉱〕を併用しつつあるは特殊の事情あるに因る。

即ち我邦にありては選鉱尾鉱により河水を汚渇するは厳に之を避くるを要するのみな

らず工場附近は概して地形錯雑にして広潤なる地域を得難きを以て浮選尾鉱の堆積は

止量:.i!i;!i，i;ゐ ilI金正丘t白金正 tモ且ろg.~日産会を会十J (上， 321-322ベ一的

傍点は引用者〉

浮選尾鉱について分析を加えると， 1938年わ茂住淫ζれを手がかりとして，

選メッーンュ別表 Ci三井鉱山五卜年史稿」巻10，選鉱，第四表，本稿6つ第 2表〉と栃洞

浮選最適範開をはずれ

選鉱尾鉱メッ v~ )JIJ表(同，第41表，本稿の第 3表)， 1938年の全泥優先浮選鹿間

尾鉱のメヅシ旦別表〔同，第36妄，本稿の第4表〕から，
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た未粉砕と過粉砕の亜鉛鉱粒子がみられるのである。 ζの「二極分布型」の尾

鉱粒子分布は浮遊選鉱法に特有なものである九

第 2表 1938年茂住浮選尾鉱粒度別表

品 {立

メッ、ンュ 鉱量
銀 長占 亜 鉛 酸 イb 物

(%) g(t (%) (%) 

+ 14.5 9 0.22 1.4 0.03 0.40 

+ 1口口 12.9 5 0.26 1.3 0.09 0.55 

+ 2日0 17.2 5 0.34 1.2 ¥0.16 0.60 

+ 300 13.1 4 0.48 1.3 0.28 0.55 

- 300 42.3 5 0.70 1.4 0.55 0.75 

~t 0.60 

(出所) i三井鉱山五十年史稿」巻10.第39表より.

第 3表 1938年栃洞浮選尾鉱粒度別表

メ ツ シ=ー 分オーバ級ーフロ機ー
(%) 

鉛
(震)

鉱 車鉛(%尾〕 鉱

+ 35 2.11 2.70 3.68 

十 48 4.23 6.76 9.24 

+ 65 12.27 22.97 16.65 

+ 80 9.71 12.16 22.20 

+ 100 8.46 10.81 7.38 

+ 150 11.28 13.51 12.94 

十 200 4.16 10.00 9.60 

+ 25日 0.67 2.43 2.56 

十 300 0.21 5.41 4.30 

300 40.90 13.25 11.45 

言十 100.00 100.00 100.00 

〔出所う 同.第41重要より.

め のちに， 1954， '55年，神通JIIにダムがつ〈られた.最近目ダム底質調査こよって，ダム底質の

粒度別重金属濃度分布が「三極分布型」を示L 神岡鉱山町惇彊廃津中の粒度別重金属懐度分布

と類似していることが指摘されている。 i選鉱廃樺白河川への流入およびダムへの堆積の可能性

を示すものと考えられ，興味深い」とされている. (畑明郎ほか，河川底質における重金属D粒

度E分布.京都大学「水曜会誌J第四巻第 8号，日77年〕
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第 4表 1938年全泥優先浮選鹿間尾鉱粒度別表

亜 i'ci 尾 鉱
メ ツ う〆ユ

量 %1 銀 g/t1 鉱 鉛 鉛%

+ 35 11.6 7 0.04 1.8 

十 48 3.3 8 0.04 1.2 

十 65 5.0 B 0.04 1.0 

+ 80 7.6 6 0.04 0.5 

十 100 7.0 3 Tr 0.2 

+ 150 10.0 5 Tr 0.4 

? 200 17.6 2 Tr 0.2 

十 250 3.3 3 0.04 0.3 

+ 3口0 6.0 6 0.05 0.5 

3日O 28.6 2 0.06 0.6 

計 100.0 8 0.05 0.6 

(出所〕 同，第3t表より。

そして，とくに過粉砕の尾鉱は不安定で流出しやすいため「処理困難で多額

の経費を要す」ときれるのである。全泥優先浮選法導入は，それまで部分的で

あった浮遊選鉱法を全面的なものにし，かつ尾鉱を一層細かくしたので，尾鉱

が全体として質的変化をきたしたのである。

(3) 不完全な尾鉱対策

廃物尾鉱の質的変化に対応して，神岡鉱山ではどのような処程がなされたの

であろうか。まず I三井鉱山立十年史稿」巻10，選鉱はつぎのようにのベて

L 、る。

「廃津処理に関しては，従来は，沈澱池を築造の上処分したが，昭和年間に入り処

理鉱量の増加と磨鉱度の昂進に依る謬状物質の増加に依り，姑息』守手段を一部して積

極的なる占策を講ずるに至った。即ち，昭和6年鹿間選鉱に於ては，廃惇をカロー・

コ ンに導き砂鉱士分離採収する一方，コー γ の濫流は濃縮機にてスライ人分を回収

L.此等は何れも昇降機を以で一旦鉱舎に貯鉱後，フライヘノレト式櫨線架'I'索道に依

り鹿間谷堆積場に送り，砂鉱を下流側に放流して砂堤を作り，後部にスライムを蓄積
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L 濃縮機廃水は再度化扱池に導入の上清澄化して，河川に放流せしめるのである」

(161-162ベージ〕

この説明からよみとれるのは，①尾鉱に質的変化があったこと，①ある時期

まで「姑息的手段」をとっていたことをみとめている乙と，③カローコーン，

濃縮機(シックナー)， 沈澱池などは性能が不明で，独自に調査が必要であるこ

と，などである。

同様に「三井鉱山五十年史稿」巻19，地方関係は，神岡鉱山の廃浮廃水に対

する設備についてつぎのようにのベている。

「従来起らなかったとの問題が.初めで表雨化じた昭和七年，東京鉱山監督局の照

会に対しての回答によると，鹿間選鉱場 鉱津は「コー γ」に送って濃縮し，その

添水を更に「シックナー」に導いて再濃集をなす。これ等の濃泥はすべて廃津鉱舎に

集Ii)，架空索道で鹿間谷堆積場に搬送する。，シックナー」で清澄となった渡水は高

原川に放流す畠という処置をとってゐた。

茂住選鉱場一一原鉱D一部は手選捨右となる。他の廃倖は分繰尖槽に導いて砂粉分

(大量)と泥粉分(少量〕に分類抽出L，廃水は「シヅグナー」に送っ亡濃集z 泥粉

分は杉山増谷の両廃津溜に導いて沈被せしめる。砂粉分は脱水槽で脱水してカ、ら杉山

堆積場に運ぶのであるが， ，-/'ックナー」で清澄となラた穣水は高原川に放流きれる。

右の設備は，鹿間谷の分は，昭和六年下季完成，茂住沈澱池〔廃淳溜〉は同七年新

に拡張したものである。市して高原川へ放流する廃水は，分析の結果鹿間をに於τ

0.8個，茂住に於て0.11個(濁度の表示)の徴量に過ぎず，魚、族の棲阜、及ひ審殖には，

何等影響を及ぼさぬ事が立証された。

以上の設備費は，昭和六年下季の鹿間谷選鉱場町分目みで約十五万円を要したが，

同八年に入り更に約五万円を以て茂住廃惇処理設備を強化し，鉄筋コンクリート白廃

芹置場，カロコー人シックナー，パクツトェνべータ 等の濃縮設備，主村式鉄索

及びパケットによ墨運搬方法の改良等を完成させた。J(84-5ベ :/) 

こり説明からよみとれるのは，①問題がすでに，全泥優先浮選法導入直後の

1931， 32年におきていた。②シヅグナ ，廃津置場，バケットエレベータ一等は

性能不明であり，調査が必要である。①魚には影響ないとしているが，のちに考
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察するように，この時期にすでに漁業被害が出て，神岡鉱山にも苦情が来ている。

そこでつぎにより詳しし廃物処理設備について検討しよう。

「三井鉱山五十年史稿」巻10，選鉱の選鉱工場図を検討すると， 1928 

第 119巻( 66) 66 

まず，

第 1，第2年鹿間500トγ浮選工場系統図〈第18園，本稿では第2図〉によれば，

亜鉛浮選機から出る亜鉛尾鉱を放流するとなっている。

トフッ1938年栃洞選鉱場系統図(第23凶，本摘では第 3凶〕によれば，また，

ドル濃縮槽の性能は不明である。ク分級機の鉱砂が廃水にまじる系統があるが，

1927年東京大学学生神岡実習

報文〈彦坂一男〉は，廃津および

「廃水は比選尾鉱及び浮選阜鉱

廃水処理についてこうのベてい

る。

鹿間500t浮選工場系統図 (1928年〉

tI' 補

第 2図

共に木樋によりて沈殿池に噂かし

む。沈澱池町面積100尺 x800尺な7留
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Z血空間的広

原文は仮名文〕

そして，意見として「現今にオパーフロー 枕鉱
一司7ー
ロ渦機

， 
ロ油

;"， 

民

於ては尚浮選尾鉱成績を知る由

としている。(110ベージ〉なし」

8月24日白実習日記はさらに，

ζ うのべている。

「浮遊選鉱により多大の上品位の鉱石が得らるる様になれりと云ふ，然れどもそり

設備充分ならず|日設備を固守し，徒らに尊き鉱石を沈澱油に或は廃石廃求正して廃棄
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するが如きはその当を得ざる所な

りと称す一言にして云はば選鉱作

業は未7こに幼稚の域を脱せざるも

のなりと考えらるJ

この報文は， 化学的処埋〔た

とえば石灰投人〕につい亡はふれ

ず， MS浮選器廃水の秘密放流

を指摘し，さらに，沈澱池など

の処理設備の7不充分さを指摘し

ているのである U

時代は下るが， 1941年東京大

学学とり申岡実習報文〔黒沢章二〉

は廃右および廃水処理について

こうのべている。

第 3団 栃洞選鉱場系統図 (1938年〕

ヨ:平午1

E戸工 i

zh 
「亜鉛f予選機の尾鉱は廃津としτ，アレンコ γに送りて濃縮し水分40%位と L

之をフイノレタ プレスに送りて，水分15%位に脱水し鹿間谷の廃津廃棄場に送り利用

して送る。廃水は徴アノレカり性を示している。之は別に処理する事はせず高原JIIに放

流す。J(63ベジ，傍点は引用者〕

以上のように，廃津処理の不完全さ，廃水の秘密放流を示す記録が残ってい

る由、 処理設備自体の性能について検討しよう。

イタイイタイ病裁判において，神岡鉱山の廃浮，廃水処理が争点となったが，

そ乙亡は日中戦争期におげる，バケグト，カロコーン，シックナーの量的能力

不足が立証された。

すなわち「北日本新聞J1943年12月17日付および1944年 2月 6口付にもとづ

いて， 1913年当時， 運搬用廃浮ノミケヅトはわずか2個，オレ、 フィノレタ は

1944年になっても廃淳パケット 0，7トYX16個し5台しか設備されておらず，

かな〈 早急に36個に増設するように鉱山側が確認をとられているととがあき
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らかにされたペ

このうえに，さらに，カロコ -Y，シックナーなどの質的な処理能力が問題

となる。

1942年東京大学学生神附実世報文(加藤信夫〕によれば，当時 2個のカロコ

ーン(各々直径18尺， 両さ18尺，容量15f ンI~) と 11間のγ ッ F ナー〔直径60凡，

高さ12尺，回転数対/分〕があったが， 一連の実習報文と同様に化学的処理につ

いては 切記述がだい。

とくにシッグナーは化学的処理法と直径が問題となる。当時においでは石灰

投入法があったが，神岡鉱山においてそれがおこなわれていた記録はなし自

然沈降法によるもの正考えられ，第二次大戦後になってはじめて凝集剤が使用

され.徴細粒子が沈澱するようになっている。

のもの1954年東京大学学生神岡実習報文(松井暢夫〉によれば，源水(オーバ

ーフロー〕の粒度は全て 200メッ、'"~ (O.074IUm)より細かくなっている。した

がって，この時点でも， γ ックナーを廃水が通過しても，廃水中の微細粒子は

神通川上流の高原川にそのまま流れていたと推定されるのである。

(4) 被害拡大の実態

全泥優先浮選法導入は神通川流域の農漁業にそれ以前とは比較にならぬほど

の被害をもたらしはじめた。 1931，32年頃から，下流の富山平野の被害記録が

数多くみられるようになる。

1932年から年ごとに，鉱山側の記録「神岡鉱業所・鉱害賠償関係治草資料J"

と新聞報道を対応させτ検討 Lょう。

1932年「鉱害賠償関係沿草資料」

「廃津廃水に関する問題は昭和六年頃より神通川流域の水産会社及び農会問に問題

的 「イタイイタイ病裁判」第l巻.1971竿，総合図書， 369-3下Oベーシ。

5) r三二井拡山五十年史稿本軍」神嗣鉱雫所託子草史〔地方関原踊)に所収，釆公開資料，本稿では
「イタイイタイ病裁判」第1巻， 358-363ベージより再引するーなお，この時期の被害実態の詳細
については，利根川治夫，大正後期および昭和初期における鉱山公害問題， r国民生活研究」第
16巻第 3号.1976年参既
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とするところとなり本年に入りて突然問題は表面化するに至れれ即ち昭和七年三月

一五日岐阜県古城，大野郡オ産会長金子i云二郎により鉱山監督局宛に「鉱毒放流防止

の円」に付申請をなし，当鉱業所の有害物の故意の放棄により一五00名。会員すこ

ぶる窮状 I~陥れる旨申立をぜりロ

他方富山県の陳情も多数あり，その参加区1或は広範にわたれ札鉱毒防止期成同盟

会なるものを組識し其の後も富山県町村民にLて陳情のため出頭する者多し。富山県

かりも八月二O日，九月-日. -0月四日の三回に亘り農林課長，技手，衛生課長の

視察あり o 鹿間谷に於ては，廃津の幾分もの流出は免れざりしも工事計画中なりき。

降りて一二月五日関係地方民の陳情再三ありし為，富山県より再度鉱毒被害調査及

当方設備につき

一，廃岸堆積場の側面の砂防工事を修理完成すること o

一，廃津留j匪堤の増築完備をなL貯廃の完全を期すこと。

一，鉱毒除害設備，沈澱池，霊堂滞作業の回数を増加し沈澱作用の完全を期することs

ー，鉱物廃水に含有する鉱毒の除去設備を設置すること等を要請せり。

続いて富山県水産会長よりも同月三一日「鉱毒流下防止方の件」に付き陳情あーりた

るも同午はかくて終りたり。」

農漁業被害の拡大のため，鉱毒防止期成同盟が設立きれ，富山県からも廃狩

場，廃水の対策を要請されている。

1932年 4月 8日「北f圭タイムス」

「岐阜県神岡鉱山精煉場より流出する鉱毒は近年ますます多〈なりために富山県婦

負郡付近一帯にわたって農作物漁業上に及ぼす被害が甚大なるものあり。これがため

同郡杉原，熊野，鵜坂，大沢野，大久保等の各町村長及び県水産副会長，水産会関係

者等十余名が集合，対策協議。結果，鈴木富山県知事に対L岐阜県へ鉱毒を流出せL

めざる様厳重に交渉方陳情することに決した。」

この他，同年5月 1日「宮山日報J. 同年6月17日「富山日報 1. 同年9月 2

日「北陸タイムスJ. 同年9月 4日「北陸タイムスJ. 同年12月 4日「北陸タイ

ムスJ.同年12月15日「北陸タイムス」が， 鉱毒防止期成同盟の設立， 農業被

害，神岡鉱山との交渉などについて報道している。
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1933年「鉱害賠償関係沿革資料」

「昭和八年三月二四日付の富山県富山，上新川婦負水産会長よりの「鉱山鉱砕毒汗

防止設備拡張改善の件申入書斗に目く l貴所鉱山より排乗さる鉱仲毒汗のため下流神

通川の水質極度に汚濁し，遡河i生魚族といわF固有の淡水性舟、族とし、わずハン殖率は

大減退となり 神通川及其支流並に派流に出漁する漁業者三八00名の利害重大影

響あるものなり j 1:.其の苦衷をのべ，根本的な防止拡張改善を要請し来れり。

翌四月一五日鉱毒防止期成同盟会長杉原村長外六名来所抗議G.夜陰に乗じて沈漉

池の板堰を取りはずし廃津を流すものとの疑を有L.コ γ クリートに改造方希望し，

引揚げたり。

五月-0日富山県水産技師，水産副会長来所し，一行中には沈澱池よりの夜間放流

を疑い居たる者あり。翌一日には富山県庁より出現電話に応じ出頭し，廃芹処理等

につき種々説明せり。一三日及び二O日には富山県，岐車県白内務部長より未だ神通

JIIの混淘ある事実，之に対する地方民の陳述及ひや防害設備応急修理工事に付照会し来

れり U

八月二五日高原川筋漁業組合に一仁コ円を寄附。翌月八日，九日にわたり同盟会長

杉原村長他八名来所」

これに対応して， 1933年 4月 7日「北陸タイムア、j， 同年5月 7日「北陸タ

イムスj，同年8月30日「北陸タイムプ、j， 周年9月 1日「北陸タイムスj， 同

年 9月27日「富山日報」は，被害の肱大，農漁民の鉱山側との交渉，調査を報

じているo

1934年「鉱害賠償関係沿草資料J

「昭和九年 月二三日富山県宮川村役場より鉱毒流下に付抗議申込み来れれ

同二五日神通川改修事務所より同様の抗議あり。

七月にはし、り鮎申遡上極めて少なく水産業者間に鉱毒に対する疑健の念を抱くもの

の多く z遂に船津町長の注意;する処となった。高原川筋漁業組合に二00円を支出せり。

-0月一日より三日迄，岐阜県庁より技師視察のため来所。

同月九日東京鉱山監督局より技手視察のため来所。

一一月二八日〔傍系会社〕の神間水力電気事務所長より夜間故意の鉱砂放流のため
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〔下流発電機<1))水車ライナ「スヲストベアリングP破損甚しき旨の苦情来れり。」

こ，::-c注目すべきは，神岡鉱山の傍系会社の生産活動自体をおびやかすほど

に神岡鉱山の鉱砂放流がおこなわれていたことである。

同年6月 1日「富山日報」が，鉱毒防止期成同盟の活動を報じている。

1935年「鉱害賠償関係沿革資料」

「昭和-0年一二月一三日高原)11筋漁業組合に-00円寄附」

同午7月初日「北陸タイムス」は漁業被害を報じている。

1936年「栃洞選鉱場沿革史J"

「昭和一一年-()月三日増水し，当時サンド堰堤の築造充分ならざるところへ溢1.-，

堰堤西側地点にて決潰せり。昭和一O年三月三O日スヲイム溜池は直径二間大の穴聞

き暗渠出口よりスヲイムの流出多し。更に湧水導水用木樋より鉱泥流出せり。」

同年12月13日「北陸タイム ;<Jは，富山県会における鉱毒問題の討議を報道

しているo

(5) 神岡鉱山の公害への対応

以上のように，激化する農漁業被害に対して， 1932年に鉱毒防止期成同盟が

設立され，神岡鉱山との交渉がおこなわれ，ー部漁民に対しては補償金が支払

われている。

しかし荻本的な対策が神岡鉱山側によっ Cとられず， 1936年には鹿間谷堆積

場の決潰もおき亡いる。

鉱tf，廃;J，処理に投資をすることは資本にとって利潤率の低下をもたらすも

のである。

「日本鉱業発達史」は廃石処理についてこうのべている。

「多数の工場に於ける廃石処理費は全選鉱経費の10，.....，20%にして極端なる場合に於

では30%に達するの一例ありJ(上>342ベージ〕

「廃石処理に鉄索を使用するものは少くとも全人員の15%を要し多くは之を超ゆ」

〔上， 343ベジ〕

6) r三井鉱山五十年史稿本類」未公開， rイタイイタイ病裁判J第 l巻，描3ベータより再iJlo
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神岡鉱山の廃浮処理経費は， 1938年において，選鉱経費の12%を占め，廃i宰

処理人員は選鉱部門の16%を占めていた九

さらに，全泥優先浮選法の導入は，すでにみたように資本の有機的構成を高

め，したがって利潤率を低下させるから，一層「不変資本充用上の節約」が追

求されるのであるn

神岡鉱山の改修費の推移をみると〔前稿第13表)， 1927年上期67，983円， 同年

下期145，816円， 1928年上期159，984凡同年下期41，674円と，全泥優先浮選法

の導入時は前後に比して，格段に高くなっている。(最犬の頂点は， 1933年の，中

央竪坑開墾用支出である。〕

ここから，有害鉱津，廃水処理設備の節約，すなわち「不変資本そのものの

充用上の節約」が追求されたのである。

神岡鉱山は全泥優先浮選法の導入によって I廃物を出きないようにする節

約」を追求し I不変資本充用上の節約」をおこなったが，新たな質をもった

廃津，廃水を処理する設備を節約するという「不変資本充用上の節約」を追求

し，公害の激イじをまねいたのであった。実収率の増大によって，資源の有効利

用をもたらす全泥優先浮選技術が公害激化をまねいたのは，資本主義のもとで

は，技術が固定資本の長在形態であり I不変資本充用上の節約j の手段とし

て使用されたからである。

同じ「不変資本充用上の節約」が追求きれながら，一方では資源の有効利用

をもたらし，他方では公害の激化をまねいたのは，全泥優先浮選技術すなわち

「廃物を出さないようにする節約」が「不変資本を生産する労働の節約」 と

いう「不変資本充用トの節約」に属すのに対し，鉱津，廃水処理設備の節約が

「不変資本そのものの充用上の節約」という「不変資本充用上の節約」に属し，

同じ「不変資本充用上の節約」でも，概念上区別されるからであるべ

7) ，鉱炉」第10号， 32-33---' 山

8) 拙稿不変資本充用上の節約」の位置と構成， ，経済論叢」第117:巻第5.6号， 1976年@
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(6) 補 論一一古村説の検討

イタイイタイ病の発生機構の病理学的解明については，現在も研究が統けら

れている。そのなかで，吉村主主氏は神岡鉱山の操業の歴史的推移とカドミウ人

流出を検討され，イタイイタイ病発生との関係を推定されている"'。

古村氏は亜鉛選鉱実収率に注目し，つぎのようにのべられている。本稿が対

象とした時期のみ抜粋しよう。

「選鉱実収率が低下するときは，特別な理由がないかぎり，操業が乱れ事故がふえ

ているときである。当然，廃津処理もおろをかにされ，事故を聞から闇へ担うむるた

めに，すべてを川に流すなどということがしばしば行なわれる。前節でのべたように，

このときイ病地域には Cd類が多量蓄積される。グラフでその時期主求めると，二つ

の時期が見当る。すなわち1918年頃から1928年頃までと， 1941年から1948年頃までと

である。経済上および技術上の資料からその原因をさぐってゆくと次の事実が発見さ

れる。

(1) 第一次世界大戦が終コて亜鉛の市況が悪化した。しかも大戦中に富鉱を乱掘し

た結果，採掘鉱石の亜鉛品位は急速に低下した。この状態で採算をあわせるには，労

働強化を計ると同時に，なんとかして新しい選鉱ほ術主開発しなければならなかった。

こうして優先浮選法の実用化が強引に推し進められた。 時的な実収率低下より新技

術の安定化を重視したのである。とうした悪戦苦闘の末， 1929年頃にな勺てやっと優

先1字選法が定着し，以後着実に実収率を増加させていった。この無理り行なわれた時

期が1918年頃から1928年頃までである。」

，1918年頃から操業の乱れがおこり，大量の Cdを含む徴砂がイ病地域に蓄積され

ていった。 これは1930年頃から， イ病患者を急i亙に増加させる原因になぞった。 やが

て， 1931年頃作られた廃津堆積場のおかげで，イ病地域CJ)Cdなどの蓄積は鈍化し，

患者の発生も一時，停滞した。」

実収率を指標にし，廃物の量と質を検討されていないため，この所説はいく

つかの間題点が含まれているようにおもわれる。

9) 子守村功，イタイイタイ病吉正毒説の追求， r科学」第3B巻第11号， 621べ一九 1968年.
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第 4図 イタイイタイ病要治療者発病推定
年次集積グラフ

(["イタイイタイ病とその原因に関する厚生
省の見解J1968年〉
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まず，優先浮選法実用化のため，

無理強行された1918年から1928年

というのは事実誤認である。

優先浮選法の導入は1926年から

1927年にかけてであり. 1927年の

操業開始とともに実収率は上昇し

ている。 1920年から1927年までの

間，実収率が下がっているの時，大

戦中の乱掘による品位の低下(大

戦中白亜鉛原鉱品位は15%であるが，

それ以後は10%以下になっている。前

稿第9表参照〕に対応できずに実収

率が低下したためで，そのために

優先浮選法が導入きれたのである。

また，実収率の低下と操業の舌L

れを直接結びつけるのは多少飛躍

がある。実収率は単に操業技術上

の問題ではなく，処理鉱畳と密接

に関係している。この点["日本

鉱業発達史」は「価格高きに際し

ては実収率に幾分の犠牲を忍ぶも

処理量を増加するは営業上当然の

事に属すJ(上， 344へージ〕とのべている。この時期は，品位低下を処理鉱量の

増大によってカパーし，精鉱量の維持をはかったのである。

最後に. 1918年から1928年までの廃物化された亜鉛量は増大しているわけで

はなく，廃物の量と質に注目するならば. 1927年の全泥優先浮選法の導入が公

害の激化をもたらしているのは，すでにみたとおりである。
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興味深いのは，イタイイタイ病患者の激増がみられるのは， 1927年から1936

年までの優先浮選法，拡大期にあたっているιとである。(第4図〉もちろん，

乙の点は病理学的に解明されな円ればならない問題である。

11 製錬部門と煙害

(1) 製練技術の発達と「合理化」

神間鉱山では鉛製錬を中心にしていた。亜鉛製錬は， 1913年熔焼をはじめた

が，煙害問題をおこし，中止している。

鉛製錬部門は，精鉱〔金属硫化物〕を金属酸化物にする;培焼工程，焼鉱〔金属酸

化物〉を金属に還元する熔鉱工程，そして精製工程の 3つに分かれている。

鉛製錬は，第一次大戦後の不況下，種々の生産費節約がおこなわれた。注目

すべきは，熔鉱炉における硫酸法増加熔錬による金銀増産方策と AIB焼結機

の採用である。

AIB廃結機は，全泥優先浮選法の採用のため徴粉になった鉛精鉱を焼結する

よとが可能であった。また，ベヅツ法によるピ旦マス電解法が採用され，生産費

が低減し，実収率と製品純度も上昇した。乙のように，鉛製錬部門では I廃物

を出さないようにする節約」と製品純度向上によって利潤率の低下に対応した。

さらに， 1933年からは，グリーナー炉の増設による有価金属の回収，コット

レノレ電気収塵機増設による実収率の上昇がはかられ，こ ζでも「廃物を出さな

いようにする節約」が追求された。(第 5表〉

注意すべきは， 1932年，コ γ トレル電気収塵機がまず第ーに，有価物回収を

目的として位置づけられていた ζ とであるo すなわち「昭和年間に至り，製煉

所処理鉱の微粉化と共に益々この必要〈有価物回収〕を感じ，昭和九年コヅトレ

ノレ一台を増設したJ10) 土きれている。 全ifol優先浮選法の影響によって微粉fじし

た精鉱を回収するものとしてコヅトレノレ電気収塵機が位置づ、けられ!廃物を

出さないようにする節約J，すなわち「不変資本を生産する労働の節約」 とい

10) I三井鉱山五十年史稿j巻11，製煉， 101へージ。
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第 5表神岡製錬設備累年表

主1笠主2措 瞳
ド 1889 1909 1914 1922 19:-¥2 1940 日竺二

y、 卜 ル

fぇ 身， カヨ 2 3 

オミ ツ 十 3 " 12 お 10 10 

A 1 B 完結楠 4 s s 
I-IJ 盤式 D L 槽 l 

Y 工 ツ y 水戸 ム

2 嬉 主広

引Ij..; 席 5 

1(j ?日坤瓦高炉 3 

ピ~'"ツ式三1，型炉 2 2 つ 2 2 

ラッセJレ式71"-書式角士F 1 主 1 

よ危 多益 がI 1 1 1 

陪 i責揃A ク リ ナ i タ号、1》fT EA 2 除グ ，~ 紬-z 2 

カラミ処正IIL 炉

一3院平青
劃

f占長 f炉l 1 

ノゼ グ ス a袖 2 2 2 2 

4事占益
タu 炉 2 2 2 1 

i~ロ、 炉 1 1 1 l 

抽式分盟炉 l 

英式骨組炉 1 1 1 1 1 2 3 

本A 愛民 炉 2き 3 会 ミ :ぅ 4 

モ Jレ玉ヴン端 I闘炉 1 1 

r，，，， チン νン""おE炉 1 

スクラップA 宇'J'l;lid-炉 1 l 1 え

全民 目1主 月平 相曹 !3() 8;:; 112 ln 
4_ 副 産 拘

}'~ riJ( 如全両) 2 2 2 

市 多4 f:!3 22 3 2 2 

i寄角#抱，( (ピλマス) 8 8 

tJd;.イ七生，-}土地村V 4 4 

由化ピλ マλi:til."ii槽 4 4 

"，[主 陣 .ll!'I 24 :36 

ノ1長踊抽 (_'1Ii批暗) 1 1 2 2 3 

It LLm河4平 44仰'i'1 
(払') ;ぅ 5 6 12 

(温室，}) 12 

5 凡J附属誼備
ツ込 j且し柚 1 2 L 4 1 1 1 

ぅ，} 相「 勿』 1 1 

オて イ フ 1 i 1 1 1 会

地塊その他川プレカ 1 1 2 2 2 三

。 ロ ル 1 ユ 2 2 2 2 

ベルトン 7J<.半 1 3 4 5 1 i 

叫院先生機 2 三 3 5 

。 ト令 制f 碑 3 3 4 

グ ;-J-{ ~三届"地 3 1 1 

コットレ Jレ収塵柚 / "イ 7
0

3 /~1 7'3 プレート工 プレード 1

九t主 メ U 炉 4 

〔出所) r鉱炉」第10号，第12襲。
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う「不変資本充用上の節約」が追求されたのである。

(2) 亜鉛熔焼工場の三池移転

(77) 77 

つぎに亜鉛製錬， とくに亜鉛賠焼工場が神間鉱山から三池に移転した経過を

検討しよう。

1913年操業開始した神岡鉱山の亜鉛賠焼工場は，第一次大戦中の増産により，

亜硫酸ガス煙害の激化をもたらした。

乙のため，地元住民および鉱山労働者の反対運動がもり上り I製錬所撤廃」

と「損害賠償」の要求が山された1九

己れに対して神岡鉱山側は. 1918年11月で亜鉛賠焼を巾止，その後は三池製

錬所で熔焼寸ることになった。

たしかに，反対運動がなければ，中止，移転はありえなか勺売が，たんにそ

れだけの理由ではなかった。三井鉱山常務・牧田環はつぎのようにのべている。

「何故神岡の鉱右を三池に持って来たか，斯う云ふ問題である。是れは化学製煉，

乾式製煉の方法は石炭を使うから，石炭の産地へ持コて行かう。

同時に神岡の鉱石のみならず，他処の外国の鉱石も採ろう o ......J12) 

「第二は硫黄の問題 神岡鉱山はコットレルで以てやっても煙害を起す。戦争中

一寸やっても煙害を起した。そこで此間お話した硫酸で染料を造る問題，染料を造る

にはどう Lても硫酸が要る。 有効なる硫酸製造目処方法を考へな什ればならぬと

考へ3 それをやるには神岡ではいけない。さうして三池に持っτ来て煙害ガスを硫酸

化して， 方は染料に必要であり，一方に硫酸アンモエ Yはどうしても硫酸が必要で

ある。それを分解してやる。電気化学を此処に持って来たのも其理由，染料も其理由，

亜鉛鉱を持って来たのも其理由p それで亜鉛鉱の中の硫髄アンモユア工業をやってお

買いに連絡してやったから，他処よりも強い訳だ。工業の連絡である。J13l

この牧田のことばが示しているように一つは石炭輸送の問題であり，当時

11) 利根川治九明治後期および大正年間における鉱山公害問題(剖， F国民生活研究」第15巷第3

号， 1975年， 94ベゾ.

12) I牧田環氏談(其 )J 1933年， 133ベ一九

日〉 向上. 136-139ペ λ 
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鉱石 1トンに対して石炭が2トy位必要であり，そこで鉱石の方を石炭の産地

に持って行くことになったのである14)。つまり，輸送費の低減という流動不変

資本を生産する労働の節約，すなわち|不変資本充用上の節約」をおこなった

のである。

二つは，コンビブ トの問題である。三池で熔焼することによって，それま

での廃物を再利用して「不変資本を生産する労働の節約」という「不変資本充

用上の節約」をお ζ なったのである。

資木は社会によって強制されないかぎり，不変資本そのものの充用上の節

約」という件格をもっ「有害廃物排出防止設備の節約」をやめず，神岡鉱山で

の亜鉛培焼による亜硫酸ガス排出をやめなかったが，社会によってそれを強制

されると廃物の利用による節約」すなわち「不変資本を生産する労働の節

約」という性格をもっ「不変資本充用上の節約Jを追求し，神岡鉱山から亜鉛

熔焼工場を移転させ，廃物を再利用する三池化学コ γ ビナートのなかで位置づ

けたのであるo

(3) 煙害対策と廃物量の推定

しかし，亜鉛熔廃中止後も，鉛製錬による煙害は続いていた。この鉛製錬の

煙害対策と廃物量の推定をお ζ なおう。

「三井鉱山五十年史稿」巻11，製煉は鉱煙処理についてこうのべている。

「大E五，六年大戦中の大増産により著しき煙害を見るに至ったため，大正七年脱

硫塔及びコットレノレ電気収塵装置を新設し，後者によって鉱陸中の鉱産を回収し，前

者によっ 1亜硫酸瓦斯吉中和しE瓦斯を洗部長しに大気中に放出せしめる事とした。と

等設備により回収せる煙盛及スライムからそれぞれ有価物を回収した。

昭和年聞に至り z 製煉所処理鉱由徴粉化と共に益々この必要を感じ，昭和九年コッ

トレル一台を増設した。又鹿間谷にある煙突も選鉱廃津のため埋没せられたため昭和

十三年内径八尺，高百十尺垂直コング少ート製煙突を設立したJ (101ベージ〕

これによれば，脱硫溶，コヅトレル電気収塵機の新設は，煙害問題に対する

14) ，小田清氏談話 1(，三井拡J臼五十年史稿本類 1)より q
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反対運動という社会的強制によるものであるが，同時に有価物回収を目的とし

ていたことがよみとれる。

ここでもまた，資本が社会によって強制されると r廃物を出さないように

する節約」と「生産上の廃物の利用による節約」によって有害廃物排出防

止設備の節約」すなわち「不変資本そのものの充用上の節約」を転化し ζ，

「不変資本を生産する労働の節約」を追求し，利潤率の低下をとどめようとし

たことが示されてL必。

とくに第 次大戦後の不況期には，優先浮選法の導入によって微粉化した精

鉱を回収し r廃物を出さない上うにする節約」すなわも「不変資本を生産す

る労働の節約」が追求きれたことが注目される。

これらの設備の性能はどうであったか。「三井鉱山五十年史稿」巻 9，地方関

係は鉱害対策施設としてこうのべている。

「昭和六年頃，実績では，脱硫率五五%，収塵率に至っては九四%に上り，排煙中

の亜硫酸瓦斯は-cこコC分，六乃至八という微量となってゐる。全く昔日白面目を

一新して煙害の防止に偉大な効力を示してゐる。これが経費は，昭和三年五月，神岡

鉱業所で発表したところに依れば，脱硫塔一ヶ年五二九コ円四四(一ヶ月当り工費一

六八円，生石灰費二三七円八七，電力料三O円， 修繕料一五円， 計四回。円八七)，

コットレルは一ヶ年三主ににJI-'i， こり総額八干八百円に達してゐるJ (83-84ベ-;;)

同巻「コットレノレ収塵機年度別成績表」および「鉱炉」第10号第16表より，

環境中排出鉛量(カラミも含む)年次変化を計算すると(第6表)， 1921年から

1939年までの聞は，収塵量が漸増L-，環境中排出鉛量が漸減してし、る。しかし，

1926年から年間200トン台にとどまっている。

また， 同巻「脱硫塔操業工程成績表」から脱硫率と放散亜硫酸ガ旦量(高濃

度ガスのみ〉の年次変化をみると(第7表)，脱硫率は1925年から1933年までは高

〈なり， 50%近〈になっているが，それ以後漸滅しているu 放散亜硫酸ガス量

は長期的には漸減しているが，昭和期になっても 1日当り20m3から:=JOm3台

が放散されている。鉛製錬の低濃度ガ月(プアガス〉からの硫酸製造は，第二次
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大戦後1958年になってからである。

第 6表環境中排出鉛量年次変化

年 I(e:鉛実収率 IcB鉛取扱量 I@廃物鉛量|⑬収塵鉛量 ⑮環鉛境中耳百量

1921 83.0 % 5938 t 1009 t 218 t 791 t 

1926 89.9 4462 451 152 299 

1930 87.6 5489 681 227 454 

1935 88.8 9294 1041 763 278 

1939 89.0 9970 1097 871 226 

(出所) @ r拡炉」第四号，骨"r三井拡』宜 I年史帯」巻11，102ベ ジ。

。=lBlx(1一品〕 ⑮=@-@ 

第 7表放散亜硫酸ガス量年次変化

年 |取忍ガス量
'i分〕 塔ガ前ス亜濃硫酸度 1 皿H尚 硫 率 1 放(散mガス量

'/日〕

1918 下 12 0.45 % 22.4 % 60 

1<H9 上 12 0.42 25.0 54 

下 16 0.44 18.6 83 

1920 上 16 0.27 16.9 52 

19同下 0.10 44.4 

1926 上 0.09 49.9 

1933 下 21 0.13 50.0 20 

1934 下 21 0.16 38.5 30 

1939 上 30 0.13 41.0 33 

下 30 0.10 45.0 24 

(出所') r三井鉱山五十年史摘J巻11，104ベーシより計算.

(4) 煙害被害の実態と賠償

第一次大戦中の煙害激化に対する反対運動のなかで r損害賠償」要求が出

され，神岡鉱山側も一部交渉し 6年間かかって， 1923牛，一応問題が解決さ

1もた寸丹、。

しかし，すでにみたように，依然として亜硫酸ガスや鉛，その他の重金属が

放出され続けていたので，煙害被害があとをたたなか司た。 r神岡鉱業所・鉱

15) 矛J根川浩央.前掲.94ベータ車問L
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害賠償関係沿革資料J16)は. 1925年からほとんど毎年，煙害被害と陳情があり，

一部に見舞金を支払った乙とを記録し℃いる。

「大正十四年春に至り，鹿間以北割石方面白蚕児が蚕況小良となり，煙害なりとし

て調査を申出たり。かくて当所は調査を開始せるところ，亜硫酸ガスによる被害は軽

微なるも，鉱塵の被害徴候を認むω

調査の結果本年度の損害額二八oc余円なるも，鉱山も地元も其の災難として一八

1::;0円〔見舞金として一六七O円，奨励金として二00円)を贈ることにより円満に

解決するに至れり。

昭和二年当鉱山近き鹿間，割右，吉ヶ原，二ツ屋方面の各部落に於て，多くの舞死

蚕を見たり。船津養蚕組合に於ても煙害防止に付き格別の整備と注意を払う様要請し

来れり。東漆山養蚕組合支部よりも同様の趣旨願出たり。本年は煙害賠償に依るにあ

らず救岨り意味にτ三二五O円吉支出せり。

昭和三年に於ても地元民は昨年と同様，唯益々被害防止に関し注意努力を怠らざる

ことを望む。当鉱業所にては事業の性質上全然煙害のあるこ Eなしと主事し得ず。見

舞金として三主三五円を支出することとせり。

昭和四年本年も例年の如く，東漆山，西漆山，船津，阿骨布の各養蚕組合或は支部

より煙害防止に関する申請書来る。

昭和五年船津町内に於て鉱害排除期成同盟が設立され，同時に，船津町，袖)11，上

宝，阿骨布村に運動L，為めに加盟するもり大半をこゆるに至れれしかして「神岡

鉱山をして鉱毒排除の諸設備を施行せしむること。鉱毒排除につきs 現在。設備完全

なりと言い難L，速かに冗成を要求す」等四決議主なせり。

昭和六年，煙害防止陳情書多数あれ

昭和七年，同様陳情書多数あり。

昭手町¥年，同様地元町村長よりの煙害防止に関する依頼文書等多数あり。

昭和九年，煙塵廃除に関する件等町村等より申入れあり。」

この記録によれば， 被害と陳情が「例年の如くありJ， 193日年地元の船津町

に鉱害排除期成同盟が設立されている。 1925，27， 28年に，部分的には損害賠

16) rイタイイタイ病裁判」第l巻， 537へーク。
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償金が支払われている。

しかし，神岡鉱山側に放本的な対策をとった記録はない。これは，煙害白体

がな〈ならないまでも，以前とくらべ緩和され，したがフて，反対運動によっ

て神岡鉱山側の操業自体が危〈なるような事態はなかったためと，見舞金が一

部「救他の意味」として支払われているように，団琢磨がのべている，鉱山の

休山問題で鉱毒問題に条件をつけたことにみられる，神岡鉱山の地域社会に対

する支配関係によるものと推定されるが，今後の検討を要する問題である。

また，少額の寄付金・見舞金を払うことによって，被害者に対してその後の

陳情，反対運動を断念させるものであったことも加えて考慮されねばならない。

たとえば， 1937年，高原川漁業組合に1，200円を寄付した際，神岡鉱山側は「将

来当問題につき一切の苦情を申出ざる」旨のー礼をとっているm。

III 総括

第一次大戦後不況下の神岡鉱山を対象として，採鉱，選鉱，製錬の 3部門に

わたる技術発達と公害の激化を「技術の経済学的分析」の立場から検討し℃き

~. 

~。
この時期は不況に対応して，利潤率低下をおしとどめるため「不変資本充用

上の節約」がさまざまの形で追求された。

採鉱部門では，費用価格低減のため，不変資本による可変資本の代替がおこ

なわれ，機械化とともに大規模な人員剤減が強行された。

機械化に上る採鉱量の増大による切羽の増大は坑内水の増大をもたらしたが，

それを処理する設備はほとんどなかった。不況下の利潤率低下をおしとどめる

ため1"有害廃物排出防止設備の節約Jすなわち「不変資本そのものの充用上

の節約」がおこなわれたのである。

選鉱部門では，不況と原鉱品位低下のもとで，実収率を高め「廃物を出さな

17) 地域公害問題研究会，地域社会と公害問題6 富山県神通川イタイイタイ病事件 ， r.涯
済評論J1973年 2且号， 156ページ。
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いようにする節約Jすなわち「不変資本を生産する労働の節約」という「不変

資本充用上の節約」のため，全泥優先浮選法が導入された。

廃物化された鉛，亜鉛，カドミウムの量は増大しなかったが，徴細不安定化

という質的変化をきたした。だがそれに対応する処理設備をつくらず I有害

廃物排出防止設備の節約」が追求され，公害激化をもたらした。

i企泥優先浮選法導入により不変資本の比率が高くなり，資本の有機的構成が

高まり，利潤率低下傾向が生じ，それをとどめるため，一層 F有害廃物排出防

止設備の節約」すなわち「不変資木そのものの充用上の節約」が促進された。

同じ「不変資本充用上の節約」が追求きれながら，一方では資源の有効利用

をもたらし， 他方では公害の激化をまねいたのは， 全泥優先浮選法すなわち

「廃物を出さないようにする節約」が「不変資本を生産する労働の節約」に属

するのに対し，鉱浮，廃水処理設備の節約が「不変資本そのものの充用上の節

約」という「不変資本充用上の節約」に属L-.同じ「不変資本充用上の節約J

でも概念上区別されるからである。

製錬部門では廃物を出さないようにする節約」のため，各部門で実収率

の向上がはかられた。煙害防止用コットレノレ電気収塵機もこのためのものであ

っ式こ。

煙害問題のため，亜鉛賠焼工場が移転したが，これは資本の公害への対応を

典型的に示している。

資本は社会によって強制されないかぎり I不変資本そのものの充用上の節

約」という性格をもっ「有害廃物排出防止設備の節約」をやめ;.神岡鉱山で

の亜鉛熔焼による亜硫酸ガλ 排出をやめなかったが，社会によってそれを強制

されると I廃物の利用による節約」すなわち「不変資本を生産する労働の節

約」という性格をもっ「不変資木充用上の節約」を退求L.廃物を再利用する

=池イt学コンビナートのなかで位置づけたのである。

鉛製錬の脱硫塔， コットレノレ電気収塵機も同じように I廃物を出さないよ。
うにする節約」として位置づけられる。
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以上のように，神岡鉱山の公害問題は， 資本の廃物に対する 3つの関係'"

すなわち. C IJr不変資本を生産する労働の節約という不変資本充用上の節約」

に属す，①廃物の利用による節約 ①F廃物を出さないようにする節約， CII) 

「不変資本そのものの充用上の節約という不変資本充月上の節約」に属す ③有

害廃物排出防止設備の節約 (r作業場外り労働者を犠牲とした生産条件の節約」に属

す〕を典型的に示し，かつ，資本の公害への対応も典型的に示している。すな

わち，資本が社会によって強制されると，①「廃物の利用による節約]とG

「廃物を出きないようにする節約」によって，⑨「有害廃物排出防止設備の節

約」すなわち「不変資本そのものの充用上の節約」を転化Lて， r不変資本を

生産する労働の節約|を追求し，利潤率の低下をとどめようとする ζ とを示し

ているのである。

〔付記コ 本稿は日本科学史学会1976年度総会く山口大学〕で一部報告したものである o

本稿作製にあたり，三井文庫所蔵の資料を利用させていただいた。また，京

都大学金属公害研究グル プ.畑明郎氏，法政大学大学院・利根川治夫氏F

らさまざまの援助をうけた。記'-'て感謝したい。

• 18) 拙稿 「不変資本充用上回鮪約」の位置と構成前掲参鳳


